
大 洲 市 教 育 委 員 会 １ 月 定 例 会 会 議 録 

 

１  開催の日時及び場所 

平成２３年１月３１日（月） 午後１時３０分 

大洲市民会館  １階 第２会議室 

２  教育委員定数      ５人 

３ 出席委員 

 委 員 長   兵 頭 史 彦 

  委員長職務代理者   片 山 政 治 

  委 員   稲 田 秀 一 

  委 員   西 山 千 春 

 教 育 長   叶 本  正 

４  会議に出席した公務員の職氏名 

 教 育 部 長   二 宮 隆 久 

 教 育 総 務 課 長   井 上  徹 

 学 校 教 育 課 長   横 田  宏 

 生 涯 学 習 課 長   新 野 武 男 

 大洲学校給食センター所長   山 本 安 廣 

 教 育 総 務 課 長 補 佐   池 田 悦 子 

 教 育 総 務 課 長 補 佐   久 保 明 敬 

 教 育 総 務 課 主 査   谷  野  真 由 美 
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５ 開会宣言 

 委員長    ただいまから、大洲市教育委員会「１月定例会」を開会いたします。 

〔午後１時３０分 開会〕 

６ 前回会議録の承認 

 

 

 

 

 

委員長    

 

 

 

 

まず始めに、「前回会議録の承認」についてお諮りいたします。 

去る、１２月２７日開催の１２月定例会の会議録につきましては、すでに事

務局から各委員に原案が提示されております。この原案に対しまして、質疑・

意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

 委員長 

 

特に、質疑・意見もありませんので、前回の定例会の会議録につきましては、

原案のとおり承認することにいたします。 

 

７ 教育長一般報告 

 

 

 

 

 

委員長    

 

 

委員長 

 

次に、「教育長一般報告」に移ります。各所属長から、順次報告をお願いしま

す。 

〔各所属長、順次、「教育長一般報告」を行う。〕 

ただいまの教育長一般報告について質疑・意見等がありましたらお願いしま

す。  

 西山委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

西山委員  

学校教育課長 

西山委員  

委員長 

学校教育課のご説明にありました２１日の長浜小学校のエキスパート養成事

業についてお聞かせください。 

これは愛媛県の義務教育課が主催をして行っております。各教科につきまし

て、より分かりやすい授業を構築していくためにそれぞれの教科におきまし

て授業のエキスパート事業を行っております。 

長浜小学校では社会科があたっておりまして、担当の教諭が中心となって２

年間にわたり研究してまいりました。その教諭がエキスパートになるのでは

なくて、その教諭を中心として長浜小学校の職員全員がエキスパートになる。

あるいは、長浜小学校を中核として周辺の学校でさらに養成していくという

ような意図で事業を行いました。 

他の教科は大洲市ではないのですか。 

大洲市では長浜小学校だけです。 

ありがとうございました。 

他に質疑・意見等はありませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

 委員長 それでは以上で、「教育長一般報告」を終わります。 

 

８ 議  事 

委員長    

 

 

 

それでは、これより議事に入ります。 

まず、「議案第１号 専決した事件の報告並びに承認を求めることについて」

を議題といたします。 

「専決第１号 平成２２年度大洲市一般会計予算のうち、教育費に係る１月

補正予算（第６号）」について、事務局より説明をお願いします。 

〔各所属長、「議案第１号」について説明する。〕 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 

 

 

 

ないようですので、これより採決いたします。 

「議案第１号」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

〔挙手全員〕 

委員長 

 

挙手全員であります。よって「議案第１号」は原案のとおり決することにい

たしました。 

委員長 

 

次に、「報告第１号 財産の処分並びに教育財産の取得について」を議題と

いたします。 

 〔生涯学習課長、「報告第１号」について説明する。〕 

委員長 ただいまの事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 

 

 

本件は、「大洲市教育委員会事務委任規則第２条第１項」に規定する重要事

項でありますので、当委員会に報告されたものであります。 

それでは、これより採決いたします。 

「報告第１号」を承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

〔挙手全員〕 

委員長 挙手全員であります。よって「報告第１号」は承認されました。 

委員長 

 

それでは、次に「その他」に移ります。 

まず、各委員さん方から何かありませんか。 

西山委員 ニュースでもインフルエンザ警報がでていると聞きますが、愛媛県は注意報
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が出ているようですね。大洲市ではどのような状況でしょうか。 

学校教育課長 大洲市では１月１７日月曜日に久米小学校におきまして２名出席停止者が

出ました。その後、他の学校からも少しずつ報告があり、先週から４校、５

校と増えまして、１月３１日現在、９校で出席停止者が出ております。ただ

し、多いところでも停止者は４名です。ほとんどが１～２名です。 

また、インフルエンザに似た症状が出ていてまだ確定していない者も中には

おりますので、今後さらに注意していく必要があると思います。 

西山委員 ありがとうございました。 

委員長 

 

委員長 

他にございませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

次に事務局から発言の通告がありますので、説明をお願いします。 

 教育総務課長、教育総務課長補佐、「大洲市学校給食センター整備運営事業

PFI 事業者選定審査委員会要綱について」順次説明する。 

教育総務課長、「小学校統廃合計画進捗状況について」説明する。 

教育総務課長、「第４回外部評価委員会資料について」説明する。 

委員長 

 

それでは、次に、次回の「２月定例会」の開催日程についてお諮りします。

事務局の原案がありましたら説明願います。 

 〔教育総務課長、原案について説明する。〕 

委員長 

 

 

ただいま事務局より説明がありましたが、委員の皆さんのご都合はいかがで

しょうか。 

〔全委員、原案了承する。〕 

委員長 それでは、次回の「２月定例会」は、２月２５日（金）の午後４時から、市

民会館２階中ホールにおいて、開催することにいたします。 

 

９ 閉会宣言 

 委員長    以上で、本日の議事はすべて終了いたしましたので、これをもって本日の定

例会を閉会することにいたします。 

〔午後２時２０分 閉会〕 

 

 


